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国民年金からのお知らせ

職
場
の
年
金
（
厚
生
年
金
）
に
加
入

し
て
い
な
い
人
は
、
国
民
年
金
に
加

入
し
ま
す

①�

20
歳
の
誕
生
日
前
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
の
ご
案
内
（
兼

加
入
届
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

②�

加
入
手
続
き
は
、
誕
生
日
の
前
日
以
降
に
、
役
場
住
民
課
（
大
津
支
所
）

と
帯
広
年
金
事
務
所
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

③�

加
入
手
続
き
後
に
﹃
年
金
手
帳
﹄、
そ
の
後
﹃
納
付
書
﹄
が
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
学
生
納

付
特
例
・
納
付
猶
予
・
免
除
制
度
が
あ

り
ま
す

学
生
の
た
め
の
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」、
20
歳
か
ら
50
歳
（
学
生
除
く
）

ま
で
が
対
象
と
な
る
「
納
付
猶
予
制
度
」
は
、世
帯
主
の
所
得
が
多
く
て
も
、

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
少
な
い
場
合
に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

ま
た
、
世
帯
主
・
本
人
・
配
偶
者
の
収
入
が
少
な
く
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
人
の
た
め
に
、「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特

例
免
除
」
も
あ
り
ま
す
の
で
、
収
入
が
少
な
い
方
や
無
職
の
方
も
、
安
心
し

て
、
加
入
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
免
除
や
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
の
給
付
は
、
老
後
の
生
活
保

障
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や
ケ
ガ

で
障
害
が
残
っ
た
時
や
、
一
家
の
働
き
手
が
な
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、

あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。�

加
入
届
や
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
次
の
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、「
あ
の
と
き
…
」
と
後
悔
す
る
前
に
、

国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

　	

老齢基礎年金
65 歳から生涯受け
られます。

	

　

障害基礎年金
病気やケガで障害の
状態になった方が受
けられます。

	

　

遺族基礎年金
亡くなったときに子
のある配偶者または
子が受けられます。

	

※
年
金
給
付
に
つ
い
て
は
、
各
種
要
件
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
払
わ
な
い
と
損

老
齢
基
礎
年
金
の
半
分
は
、
私
た
ち
が
支
払
っ
た
税
金
の
中
か
ら

支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。
将
来
、
年
金
を
も
ら
う
こ
と
で
、
間
接
的
に
、

自
分
や
、
み
ん
な
が
払
っ
た
税
金
の
一
部
を
自
分
も
も
ら
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、「
将
来
、
年
金
を
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
税
金
の

払
い
損
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

問合せ先 役場住民課戸籍年金係　☎（574）2213

20 国民年金歳から

日本に住む 20 歳から 60 歳未満すべての人は国民年金に加入
し、保険料を納めることになっています

国
民
年
金
は
加
入
・
免
除
や
猶
予
・
年
金
請
求

時
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
自
分
で
手
続
き

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問合せ先 役場住民課戸籍年金係　☎（574）2213

新成人のみなさんおめでとうございます！国民年金からのお知らせ

「老齢基礎年金」お手続きの前に…
老齢基礎年金を受けるための３つの確認

確認１　 保険料を納めた期間が 10 年以上必要です。納めた期間には、免除や猶予制度を受けていた期間も
　　　　　含みます。厚生年金に入られていた期間がある方（会社員や公務員など）や、その方に扶養されて
　　　　　いる配偶者であった期間、または海外に居住していた期間（日本国籍）も含まれます。
確認 2　 保険料を 40 年分納めないと年金額が減額になります。
　　　　　40 年間保険料を納めた年金額は、年額 779,300 円（平成 29 年度）です。
確認 3　 お手続きは原則 65歳からです。ご希望で、年金の受け取り年齢の「繰上げ」「繰下げ」が可能です。
　　　　　「繰上げ」～ 60 歳から受け取れます。年金額が減額となります。
　　　　　「繰下げ」～ 66 歳以降から受け取れます。年金額が増額となります。（最高 70 歳）

　　　　　※ 65 歳より 1カ月早く受けるごとに
　　　　　　 0.5％の減額
　　　　　※ 66 歳より繰下げ可能で、1カ月
　　　　　　 遅く受けるごとに 0.7％の増額

年金を受け取るために必要な期間が 10 年に満たないときは？
「任意加入制度」があります。

　60歳になるまでに保険料を納める期間が 10 年を満たしていない場合や、満額の受け取りに必要な期間（40
年）が足りない場合、65 歳までの方なら任意加入することができます。

年金請求のお手続きは役場住民課または帯広年金事務所で…
手続きのながれ

※繰上げ請求を希望される方や、年金請求書が送付されていない方は、役場住民課または帯広年金事務所まで
ご連絡ください。

ご存知ですか？

国民年金「老齢基礎年金」

ご相談は　日本年金機構帯広年金事務所（帯広市西１条南１丁目）まで
●国民年金の加入・納付等のご相談は・・・☎ 0155（25）8113
●国民年金のお受け取り等のご相談は・・・☎ 0155（65）5001

①　年金を受け取る
ために必要な「年金
請求書」と冊子が、
原則として、65 歳に
なる 3 カ月前に送ら
れます。

②　誕生日月の前月
末に役場から「老齢
基礎年金の裁定請求
について」の文書を
送付します。（必要な
書類などをご案内し
ます。）

③　役場住民課また
は帯広年金事務所で
請求手続きを行って
ください。原則 65 歳
の誕生日の前日から
手続きできます。

④　後日、年金機構
から年金証書が送付
され、その後約 1 ～
2 カ月後、年金のお
受け取りとなります。

繰上げ（繰下げ）の減額（増額）率

請求時の年齢 減額率 請求時の年齢 増額率
60 歳 0 月 　30.0％ 66 歳 0 月   8.4％
61 歳 0 月 　24.0％ 67 歳 0 月 16.8％
62 歳 0 月 　18.0％ 68 歳 0 月 25.2％
63 歳 0 月 　12.0％ 69 歳 0 月 33.6％
64 歳 0 月 　  6.0％ 70 歳 0 月 42.0％

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

役
場
だ
よ
り

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り


